
令和５年５月臨時議会記者会見 次第 
 

日時 令和５年５月２２日（月） 
   午後４時から午後５時まで 
場所 基山町役場 ４階 大会議室 

１．開会   
   
２．町長の挨拶    
   
３．令和５年５月臨時議会（第１回・第２回）議案について  … 1 
   
４．新型コロナワクチン接種について  … 3 
   
５．完了した工事について   

・基肄城跡の災害復旧工事が完了しました … 5 

・荒穂神社前面の道路（町道荒穂神社線）の美装化工事が完了しました … 8 
   
６．新規事業等について   

(1)令和５年度新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業 … 9 

(2)デジタル田園都市国家構想交付金事業 … 18 
   
７．イベント情報等    

・けやき台防災講習会が開催されます（５月 27 日） … 20 

・第６回「きやまの魅力」フォトコンテスト 作品を募集します（６月12日～） … 21 

・宝くじふるさとワクワク劇場 in 基山を開催します（７月８日） … 22 

・天智天皇欽仰之碑等建立 90 周年記念事業 
「絵はがきコンクール」「展示会」を行います 

 
… 

 
23 

・文化遺産ボランティアガイド養成講座 参加者を募集します … 27 

・天智天皇欽仰之碑の古い写真を探しています … 30 
   
８．閉会   
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問合せ先 
教育学習課 ふるさと歴史のまち推進係 
Tel:0942-92-2200 Fax:0942-92-0741 
Mail:furusato-3@town.kiyama.lg.jp 

 

 

 

令和５年５月２２日 
教育学習課 

 
基肄城跡の災害復旧工事が終わり 

水門跡からの散策路も通行できるようになりました 
 
 豪雨災害により被災した基肄城跡の災害復旧工事が令和 4 年度末で完了しました。 
 水門周辺では、水門北側の堰の復旧が終わり、災害前のように水門から水が流れるよ
うになりました。復旧してきれいになった南門跡(水門跡)を是非ご覧ください。 
また、通行止めだった水門跡方面からの散策路についても通行止めを解除し、散策路と
して通れるようにしました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



復旧した基肄城跡水門取水部 水門南側

水門周辺では、水門北側の堰を復旧し、災害前のよう
に水門から水が流れるようになりました



平成30年の豪雨災害で被災した水門跡等
の災害復旧工事が終わり、通行止めの基肄
城跡の散策路についても解除しました。
令和5年3月29日から、災害前のように、

基肄城跡を散策できるようになりました。

水門跡の復旧工事が終わり、基肄城跡散策路の通行
止めが解除されました
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問合せ先  建設課 工務第１係 樋田 健二 
Tel:0942-92-7954 Fax:0942-92-0741 
Mail:koumu-1@town.kiyama.lg.jp 

 

 

 

令和５年５月２２日 
建設課 

 
 
荒穂神社前面の道路（町道荒穂神社線）の美装化工事が完了しました 
 
 歴史的風致維持向上を目的として、本町を代表する秋の大祭の一つである御神幸祭の
お下りの起点、お上りの終点となる町道荒穂神社線の美装化工事が完了しました。美装
化にあたって、鳥居と境内が視覚的に繋がる参道として脱色アスファルト舗装や人造石
ブラスト仕上げの地先境界ブロック等にて整備しました。 
また、令和６年度には同祭のお下りの終点、お上りの起点となる、お仮殿前面の道路

（町道才の上１号線）の整備を予定しております。 
 
 

  
鳥居側から荒穂神社を望む 荒穂神社側から鳥居を望む 
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令和５年度新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業（５月補正第１号） 
交付限度額：51,518千円 

No. 事業名 総事業費 担当課 資料 

1 旅客自動車運送事業者支援事業 950 千円 定住促進課 P.10 

2 新生児特別定額給付金事業 6,000 千円 こども課 P.11 

3 保育所等給食費支援事業費補助事業 3,931 千円 こども課 P.12 

4 副食費の実費徴収に係る補足給付事業 1,544 千円 こども課 ― 

5 
新型コロナウイルスワクチン接種協力医療機関 
緊急支援給付金事業 

603 千円 健康増進課 ― 

6-i 共同農業施設燃油・電力費支援補助金 1,264 千円 産業振興課 P.13 

6-ii 肥料価格高騰対策事業費補助金 736 千円 産業振興課 P.14 

7 中小企業等緊急支援事業 14,044千円 産業振興課 P.15 

8 プレミアム付商品券事業 80,470千円 産業振興課 P.16 

9 小中学校給食食材費補助事業 2,789 千円 教育学習課 ― 

10 学校給食費多子世帯支援補助事業 3,623 千円 教育学習課 ― 

11 子育て世帯教育支援事業 1,897 千円 教育学習課 ― 

合 計 117,851 千円   

 
No. 事業名 総事業費 担当課 資料 

12 
電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金事業 
（住民税非課税世帯分） 

41,758千円 福祉課 P.17 

 
 
デジタル田園都市国家構想交付金事業（５月補正第２号） 

No. 事業名 総事業費 担当課 概要 

1 入札契約システム導入事業 6,655 千円 財政課 P.18 

2 デジタル流通基盤による高齢者支援業務委託事業 86,868千円 福祉課 P.19 
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令和５年５月２２日 
定住促進課 

 
 

町内の旅客自動車運送事業者を支援します 
～自動車運送事業者支援事業～ 

 
エネルギー価格の高騰により経営が厳しくなっている町内の旅客自動車運送事業者

に対して、町内の公共交通サービスの維持に寄与することを目的として、国の新型コロ
ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した支援事業を実施します。 
 今回の取組により、対象となる交通事業者の安定した経営及び町内公共交通サービス
の維持につながる効果が期待できます。 
 
 
 

記 
 
 
 
予算額   自動車運送事業者支援事業  ９５０千円 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

問合せ先 
定住促進課 地域公共交通係 

電話：0942(92)7920 
FAX：0942(92)2084 
Mail:teiju-1@town.kiyama.lg.jp 
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問合せ先 

こども課 こども家庭係 

Tel:0942-92-7968 Fax:0942-92-7184 

Mail:kodomo@town.kiyama.lg.jp 

 

 

 

令和５年５月２２日 
こども課 

 
 

新生児特別定額給付金を給付します 
 
 基山町では、令和５年度も引き続き新生児特別定額給付金を支給します。 
 エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた子育て世帯の経済的負担を軽減
し、子育て支援の充実を図るため、出生した新生児を育てる世帯に対し、対象児 1人あ
たり 50,000円の特別定額給付金を支給するものです。 
 対象となる児童は、令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日に出生した新生児で、
一人あたり 50,000円を保護者等へ支給します。 

 
記 

 
１．受 給 者   対象児の父又は母であって、出生時において本町の住民基本台帳 

で対象児と同一の世帯に記録されている者で、申請時において町
内に住所を有する者とします。 

 
２．申請手続   出生届出時などにこども課にて申請のご案内をします。 
 
３．支  給   申請月ごとにまとめて、翌月の 25 日に口座へ振り込みます。 
 
４．そ の 他   令和５年４月から５月上旬までに出生届出をされた新生児分は、 

保護者へお知らせの通知をして申請をお願いしています。 
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問合せ先 

こども課 こども未来係 

Tel:0942-92-7968 Fax:0942-92-7184 

Mail:kodomo@town.kiyama.lg.jp 

 

 

 

令和５年５月２２日 
こども課 

 
 

保育所等給食費支援事業費補助事業を実施します 
 

 基山町は、佐賀県と連携して保育所等給食費支援事業費補助事業を実施します。 
 食材費等の物価高騰の影響を受ける保育所等の給食提供について、食材費の負担が増
えても保護者負担金を増額することなく、これまで通りの栄養バランスや量を保った給
食を提供する保育所等に対して、円滑な給食の実施を支援するため、食材費負担分につ
いて補助金を交付して支援します。 
 

記 
 
１．対象施設   町内の教育・保育施設及び地域型保育施設 
 
２．補助基準   主食費及び副食費の増額相当分（佐賀県の基準額）を上限に実際の

食材費負担分の経費を補助 
 
３．交付時期   令和５年度の実績を確認し、補助金を交付 
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問合せ先 
産業振興課 農林業振興係 Tel:0942-92-7945 Fax:0942-92-0741 
Mail:noringyo-1@town.kiyama.lg.jp 

 

 

 

令和５年５月２２日 
産業振興課 

 
 

基山町共同農業施設燃油電力費支援事業を実施します 
 

 国内の燃油や電力等の価格が高騰する中、共同で運営されている米麦乾燥調製施設や
井堰等の農業水利施設においても燃油や電力を使用し、その影響を受けています。 
そこで、基山町では昨年度に引き続き、令和５年度も基山町内の共同で管理運営され

ている米麦乾燥調製施設や井堰等の農業水利施設に対して、共同農業施設の運営の安定
を図り、基山町の農業の振興を図るため、使用する燃油や電力の購入に係る費用の中で
価格上昇分の支援を行います。 

 
【事業区分】 
米
麦
共
同
乾
燥
調
製
施
設 

燃油費支援型【補助率（※） １０／１０】 電力費支援型 
【補助率１０／１０】 

米麦共同乾燥調製施設において、令和５年産の麦及
び米の乾燥調製作業のために使用した燃油につい
て、近年の燃油価格上昇分の費用を補助します。 
※ 佐賀県で近年の燃油価格上昇分の費用の補助が

ある場合は、県と町の補助額の合算が近年の燃油
価格上昇分の費用の１０分の１０となるように
町の補助率を調整いたします。 

米麦共同乾燥調製施設にお
いて、令和５年産の麦及び
米の乾燥調製作業のために
使用した電力の近年の価格
上昇分を補助します。 

 

共
同
農
業
水
利
施
設 

燃油費支援型 
【補助率 １０／１０】 

電力費支援型 
【補助率（※） １０／１０】 

井堰等の共同農業水利施設
において、令和５年度内に施
設稼働のために使用した燃
油について、近年の燃油価格
上昇分の費用を補助します。 

井堰等の共同農業水利施設において、令和５年度内
に施設稼働のために使用した電力の近年の価格上
昇分の費用を補助します。 
※ 佐賀県で近年の電力価格上昇分の費用の補助が

ある場合は、県と町の補助額の合算が近年の電
力価格上昇分の費用の１０分の１０となるよう
町の補助率を調整いたします。 

※各施設の電力支援型における電力価格上昇分は、近年の燃料費調整単価の上昇分になります。 
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問合せ先 
産業振興課 農林業振興係 Tel:0942-92-7945 Fax:0942-92-0741 
Mail:noringyo-1@town.kiyama.lg.jp 

 

 

 

令和５年５月２２日 
産業振興課 

 
 

基山町肥料価格高騰対策事業を実施します 
 

 原料の多くを海外に依存している化学肥料の価格が昨今上昇する中、農業生産者は経
営的に厳しい状況にあり、将来的な農産物の安定供給をしていくためには、こうした影
響を受けにくい生産体制づくりの推進や肥料価格高騰による農業経営への影響を緩和
することが必要です。 
そこで、基山町では化学肥料の使用量の２割低減に向けて取り組む町内農業者が購入し
た春肥（令和４年 11 月から令和５年５月までに注文した肥料）のうち前年からの肥料
価格上昇分に係る経費について、国の支援金に上乗せして肥料費上昇分の一部を支援い
たします。 
 
【国の支援の内容】 

化学肥料低減の取組を行った上で前年度から増加した肥料費について、その７割

を支援金として交付。 

 

支援金 ＝ 当年の肥料費 － 当年の肥料費 ÷ 価格上昇率※１ ×０．７ 

 

【町の支援の内容】 

化学肥料低減の取組を行った上で前年度から増加した肥料費について、その３割

を支援金として交付。 

 

支援金 ＝ 当年の肥料費 － 当年の肥料費 ÷ 価格上昇率※１ ×０．３ 

 

 ※ただし、佐賀県が肥料費上昇分の一部を支援する場合は、佐賀県と基山町の

支援金の合算が３割になるように調整いたします。 

※１ 価格上昇率：１．４（統計データを基に国が決定） 
 
 
 
  



























①基肄城絵はがきコンクール事業

ふれあいフェスタ（基山美術館）での絵はがき展示会



②基山町立図書館での記念展示（6月～7月）
〇古絵図・写真・絵はがきの展示
〇基肄城の史跡指定に尽力された久保山善映氏の偉業

などの展示

昭和8年の作成記念の様子 通天洞の絵はがき
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問合せ先 
教育学習課 ふるさと歴史のまち推進係 
Tel:0942-92-2200 Fax:0942-92-0741 
Mail:furusato-3@town.kiyama.lg.jp 

 

 

 

令和５年５月２２日 
教育学習課 

 
基山町文化遺産ボランティアガイド養成講座の参加者を募集します 
 
 特別史跡基肄城跡を案内するためのボランティアガイド養成講座は、平成 27 年にス
タートしました。現在、3期生まで誕生し、町内の文化遺産を解説するガイドとして日々
活躍いただいています。 
令和 5 年度は、次の日程で養成講座を開催します。あなたも養成講座を受講し、文化遺
産ボランティアガイドとして活動してみませんか。 
 

記 
 
１．期  間  令和 5年 6 月 22 日（木）から令和 6年 3 月 20 日（水・祝）まで 

計 10 回 
 
２．場  所  基山町民会館（１階会議室）および現地（基肄城跡）  
 
３．対  象  18歳以上の人 
 
４．申込期限  随時受付 
 
５．申込方法  電話またはメールで、①名前（ふりがな）、②住所、 

③電話番号またはメールアドレスを連絡 
 
６．申込先  教育学習課 ふるさと歴史のまち推進係 
       電話：0942-92-2200、メール：furusato-2@town.kiyama.lg.jp 
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■基山町文化遺産ボランティアガイド養成講座を受けてみませんか？ 

 

 平成 27年 3月に、基山町の特別史跡基肄城跡をガイドするためのボランティアガイド養

成講座を開講し、8 年が経過しました。その間、2 期、3 期の受講生を募集し、養成講座の

受講生の方々が現在、町内の文化遺産を解説するガイドとして日々活躍いただいています。 

 今回、日々活躍いただいている文化遺産ボランティアガイドの皆さまも含め、養成講座を

開講するにあたり、新たに受講生を募集いたします。 

 基山町の歴史や文化を知り、町民の皆さまや全国から基山町へ来訪される方々への文化

遺産ボランティアガイドの活動に参加してみたい方は、気軽にお申し込みください。 

 

●開催日時および内容 

回 日時 内容 

第１回 6月 22 日（木） 

午後 6時 30 分～ 

文化遺産ボランティアガイド活動 

養成講座の進め方 

第２回 7月 27 日（木） 

午後 6時 30 分～ 

文化遺産・文化財とは 

第３回 

～ 

第５回 

8～10月は、第 3週

もしくは第 4 週の

土曜日 午前 10時

からの予定 

【120分程度】 

「自ら気になるモノ」を見つける 

フィールドワーク：基山町の文化遺産（基肄城跡等を予

定しています。） 

第６回 

 ・ 

第７回 

11・12月は、第 3週

もしくは第 4 週の

予定 

集めた「気になるモノ」紹介 

ワークショップ形式で、互いに「気になるモノ」を解説

し、学びを深めます。 

第８回 1月は、第 4週の予

定 

令和６年３月開催予定の「基肄城跡特別史跡指定 70周年

魅力発見散策」のためのマップ作成を行います。 

第９回 2 月は第 4 週の予

定 

令和６年３月開催予定の「基肄城跡特別史跡指定 70周年

魅力発見散策」のためのガイド割り振りなどを行います。 

第 10回 3月 20 日（祝） 

午前 10 時からの 

予定 

【120分程度】 

令和６年３月開催予定の「基肄城跡特別史跡指定 70周年

魅力発見散策」のガイドを行っていただきます。 

 

参考：昭和 29年 3月 20日（特別史跡指定） 

※内容については、諸事情により変更することがあります。 

※日時で予定の分は、前月までに確定し、周知いたします。 

※第 1 回から第 2 回、第 6 回から第 9 回については、おおむね 90 分程度の座学及びワークショップ（質疑

応答なども含む）を予定しています。また、第 3 回から第 5回はおおむね 120 分程度のフィールドワーク、

第 10 回はガイドを予定しています。 
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●開催場所 基山町民会館 1階会議室 

●受講費  無料 

●年 齢  一般（成人） 

●受講申し込み方法 電話または E-mail にて、お名前（ふりがな）、ご住所、連絡先（電話

および E -mail adress）をお伝えください。 

●お問い合わせ・申し込み先 

 基山町教育学習課 ふるさと歴史のまち推進係 

 電話 ９２-２２００ 

 E-mail：furusato-2@town.kiyama.lg.jp 



アイが大きい基山町 ～住む人にも訪れる人にも満足度 No.1のまち基山の実現～ 
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問合せ先 
教育学習課 ふるさと歴史のまち推進係 
Tel:0942-92-2200 Fax:0942-92-0741 
Mail:furusato-3@town.kiyama.lg.jp 

 

 

 

令和５年５月２２日 
教育学習課 

 
 

天智天皇欽仰之碑の古い写真を探しています！ 
 
 基山(キザン)山頂、基肄城跡には、昭和 8 年に天智天皇欽仰之碑、通天洞等が建てら
れ、今年(令和 5 年)で建立 90 周年となります。基山町教育委員会では、建立 90周年に
ちなみ、絵はがきコンクール、イベント等を計画しています。そこで町民の方々から、
自宅に昔の天智天皇欽仰之碑、通天洞、展望所の古い写真（昭和初期～昭和 40 年頃）
をお持ちの方がおられないかをHP、広報「きやま」などで広く呼びかけています。 
写真は、町教育委員会が令和 5 年度に行う天智天皇欽仰之碑建造物調査事業等で活用

する予定です。特に天智天皇欽仰之碑については、銘板が欠落しており、今後、保存や
復旧等を行うに当たって建立当時の銘板に関する情報を必要としております。写真等を
お持ちの方は、是非ご連絡いただければと思っております。  

 
※写真については、教育委員会でデータ化をさせていただき、原本(写真)はお返しいた
します。データの公開、写真の展示等を行う場合は、所有者様の承諾を得たうえで行
います。 

 

   

天智天皇欽仰之碑 通天洞 展望所 
 
 
 
 




